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対象となる賞与は、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年３回以下支給のものです。賞与という名前で支払うもの以外（○○手当、××代、○×一時金等）も含み、金額の大小は関係ありません。
　賞与の保険料は、健康保険は一般的な財源とされますが、厚生年金保険は以下の式のように、年金の報酬比例部分に反映されます。

　年金記録に記載されるため、「あの時賞与をもらっていたはず」などと労使のトラブルの元となる可能性があります。たとえ少額でも届出ましょう。
～年金の計算方法※（一部を抜粋）～



この部分に賞与額が反映されます

※式は、年金額全体を表すものではありません。
10月に最低賃金が更新されました。（千葉：744円、埼玉：750円、東京：821円）これとは別に下記に列挙した産業には、都道府県ごとに産業別の最低賃金があり、12月に更新されます。
千葉の特定(産業別)最低賃金(H.22.12.25～)
	
	最低賃金

	調味料製造業
	806円

	鉄鋼業
	846円

	はん用機械器具、生産用機械器具製造業
	823円

	電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
	824円

	計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業
	808円

	各種商品小売業
	782円

	自動車（新車）小売業
	815円


なお、通勤手当、精皆勤手当、時間外割増賃金、その他臨時に支払われる手当等は除きます。
今まで、雇用保険の取得手続きを遡って行える限度は2年でしたが、平成22年10月1日以降に退職された方や、在職中の方が以下の条件を満たす場合、2年以上遡って雇用保険の取得をすることが可能となりました。
2年を超えて取得手続きができる要件

①対象期間中、雇用保険料が給与から天引きされており、それを証明する書類があること（給与明細、賃金台帳等）
②遡って雇用保険の取得を行うことで、雇用保険の給付に影響があること（基本手当（失業手当）の所定給付日数が増える等）
◆添付書類

ァ.雇用保険料が天引きされていたことが確認できる書類

ィ.事業主の聴取書及び遅延理由書
年末年始に休業する事業所は多いでしょうが、12月最終営業日後に退職する従業員の社会保険の取り扱いは、原則次のようになります。

①月給者であって、12月31日までの給与を日割り控除することなく全額支払う場合
最終勤務日に関係なく、社会保険資格喪失日は平成23年1月1日です。社会保険料は12月分（1月支払いの給与）まで控除します。12月に賞与を支払う場合も、保険料を控除してください。
②月給者であって、働いた日までの期間で給与を日割りする者や、時給・日給者の場合

勤務最終日の翌日が社会保険資格喪失日です。社会保険料は11月分（12月支払給与）まで控除します。12月分（1月支払分）の給与では控除しないよう、お気を付け下さい。12月に賞与を支払う場合も、社会保険料の控除は必要ありません。

これらは原則的な取り扱いです。最終的に退職日をいつにするかはご相談ください。
◆健康保険証について
→退職日に返却していただいてください。年内に市町村国民健康保険の手続ができるようであれば、退職日までに健康保険・厚生年金保険喪失等連絡票を渡しておき、退職した翌日以降に手続きを行ってもらうのが一番望ましい方法です。

役所の御用納めは、12月28日です。
　もし退職後に健康保険証を使用した場合、基本的な手続きの流れは事務所ニュース平成22年10月号に記載しました。いろいろなケースがあるため、詳しくは御相談ください。
Ｑ＆Ａなぜなにどうして？

Ｑ；従業員が休暇中に海外旅行に行き、怪我をしたそうです。その時、海外の病院を受診したようですが、この治療費は健康保険で請求できますか？
Ａ；海外で病気や怪我をして病院にかかった場合、日本で病院にかかる時と同様、治療費の請求ができます。自己負担割合は３割です。しかし日本国内とは違い、一度病院に全額を支払い、帰国してから協会けんぽに請求することで7割が返金されます。手続きには以下の書類が必要です。

①健康保険被保険者・被扶養者海外療養費支給申請書

②診療内容明細書

③領収明細書
④診療内容明細書に対しての日本語訳

②及び③は、治療を受けた医師の証明が必要です。万が一に備え、海外に行く場合は②と③の用紙を持参していくとよいでしょう。
②の診療内容明細書と③の領収明細書の用紙は上野事務所にもありますので必要な場合は御連絡ください。
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上野事務所の今年の業務は


　12月28日（火）まで


新年は、


　1月5日（水）からとさせていただきます。


今年も一年、有難うございました。来年も宜しくお願いいたします。
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生年月日に応じて
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退職者の社会保険の取り扱い
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